	
「障害をもつ人への差別を禁止し、権利を確立する法律」

（素案）　【通称：障害者市民案】

前文

　わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、障害の有無にかかわらず、すべての個人は生まれながらにして自由であり、固有の尊厳と人権を平等に持っている。

　しかし、障害をもつ人は、現在までの社会の諸関係において、他の人々と平等な立場で社会生活に参加する機会が奪われ、あるいは制限され、その自由が束縛され、さまざまな市民的権利が実質上奪われてきた。また、この世に生まれてくることすら公然と拒否されていた歴史が続いており、現在においては、障害をもつ人が、医療の現場において生まれてくること、生きつづけることを否定するような生命の選別ともいえる医療技術が使われるなど、その尊厳と権利を侵害する事象も生起している。

　障害をもつ人は、障害に基づく差別をされることなく、権利の主体として政治・経済・社会のさまざまな活動分野に参加すること、侵されることのない権利をもっている。国と地方自治体は、障害に基づく差別を禁止し、権利を保障するための包括的な責任を負う。他の者との平等を基礎として権利の確立をめざす国際社会の取組みに沿って、障害をもつ人の完全な参加と平等を阻んでいる法的、制度的障壁を取り除くために必要な見直しがなされなければならない。また、あらゆる一般施策から障害をもつ人は排除されてはならない。

　この法律に基づいて保障された権利は、障害をもつ人の国籍、人種、信条、性別、又は社会的身分、門地等のいかんにかかわらず、障害をもつ人すべてに保障されるものとする。

　この法律は、障害をもつ人への差別の定義と禁止の措置を明確にし、障害の有無にかかわらず互いに支えあい、共に生活する関係が尊重されることを通じて、各自がより幸せな生活を享受する権利をもつことができる「共生社会」を実現するために制定する。　

第１編　総則

第１章　目的等
１．目的

　この法律は、障害に基づく差別の具体的内容を明らかにして、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、差別を受けた人が適正かつ迅速な救済を受けるための措置を講じることで、障害をもたない人との平等を基礎に、障害をもつ人のあらゆる分野における自立と完全参加を保障し、権利の確立を図ることを目的とする。

２．自己決定の権利

障害をもつ人は、自己の意思決定における十分な情報提供を含む必要な支援を受け、且つ他からの不当な影響を受けずに自らの意思に基づく選択に従って、他のものと平等に自己決定の権利を有する。これは、事前に成した自己決定に拘束されない。

第２章　定義

1、 障害　

本法における「障害」とは、差別の契機となる以下のいずれかの事項をいう。
　①（個人の属性）
機能障害、能力障害、形態障害、その他一般的とされない心身の特徴や状態
　②（障壁の存在）
前号の属性を有する個人の受け入れを拒む物理的、社会的、制度的障壁の存在
　③（社会的態度）
①にかかる属性そのものに対する無知、無理解、偏見
２、障害に基づく差別　

「差別」とは各則の各章で規定するほか、次のいずれかをいう。

なお、「障害に基づく」（客観的関連性）とは、客観的に見て、障害の存在が差別に該当する行為を惹起せしめる契機となっていることをいい、差別行為を発生せしめる主観的意図を要するものではない。
①〔直接差別〕

　　障害に基づいて制限・排除・分離・拒否等により不利益となる異なる取り扱いを行うこと。

②〔間接差別〕

　　形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招き、又は結果を招く恐れがある行為をおこなうこと。

③〔合理的配慮の欠如〕

　　合理的配慮を行わないこと

３、合理的配慮

障害をもつ人が、障害をもたない人と平等に人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するため、障害をもつ人の性別や障害の種別や程度などの特性等を考慮した必要かつ適切な設備・道具・サービス等における創出、変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものである。

４、積極的差別是正措置

「積極的差別是正措置」とは、障害をもつ人の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な積極的措置をいう。

５、言語　

　「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

６、 地域生活
障害をもつ人が特定の生活様式を義務づけられることなく、必要な支援を受けながら、地域において自立した生活を営むことをいう。
７、コミュニケーション手段　

　「コミュニケーション手段」とは、音声言語、手話、要約筆記、点字、指文字、触手話、指点字、手書き文字、拡大文字、身振りや物のサイン、音声サービス、文字情報サービス、写真・図画、平易な表現による表記、理解を容易にするための支援者の使用、または個々に必要とされる意思伝達装置等、その他の情報伝達の様式・手段・方法をいう。

８、利用施設

「利用施設」とは、建築物、道路、歩道、路外駐車場、公園施設、その他公共のために使用する、若しくは一般の利用に供する構築物及びこれらに付属する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、敷地内の通路、敷地境界との出入り口を含む。

９、移動施設等

「移動施設等」とは、鉄軌道、バス、タクシー、航空機、船舶、およびこれらの運行に必要な旅客施設及び車両、これらの間の経路を構成する道路、歩道、駅前広場、通路その他の施設及びこれらに付属する出入口、廊下、階段、昇降機、便所、敷地内の通路、敷地境界との出入り口を含む。

１０、施設利用
「施設利用」とは、利用施設を利用すること、または移動施設等を使用して移動することをいう。

、１１、教育機関

「教育機関」とは、国、自治体及び学校法人その他の教育にかかわる団体及び個人をいう。

１２、労働

「労働」とは、企業との契約を通じた一般雇用に加えて、地域において障害をもつ人がその人が選択した労働によって財、サービスをつくりだし、対価を得る代替雇用並びに、障害をもつ人が自由に選択し、または引き受けた労働を通じて生計を立てる自営、協同組合、起業等の形態を含む。なお、代替雇用とは、授産施設等から多様な一般雇用への移行が困難な人たちについては一般の職場に準じた形で労働法規が適用できる場をいう。
１３、労働条件調整事項

「労働条件調整事項」とは、仕事内容や仕事のしかたの工夫と調整を可能な限り行なうことを基本とし、施設の改造、障害をもつ人が担当する任務の一部の他者への割当て、現存する欠員を補充するための異動、勤務時間の変更、他の職場への変更、リハビリテーション又は医療的手当のため勤務時間内に離脱すること、職業技術を習得する機会の提供又はこれについての配慮、備品・設備の取得又は改造、指導マニュアル又は参考資料の変更、試験又は評価過程の改善、朗読者、手話・要約筆記・指文字その他の方法による通訳者等の援助者の配置、ジョブコーチ等の援助者の配置、事業主による支援の充実、その他の配慮をいう。

１４、司法機関

「司法機関」とは、裁判所、裁判外紛争解決手続に基づく公的機関、検察庁、検察審査会、保護観察所、警察、刑事施設、少年院、少年鑑別所、弁護士会若しくは司法書士会をいう。

１５、司法関係者

「司法関係者」とは、裁判官、検察官、警察官、検察審査会審査委員、検察審査会職員、保護観察所職員、法務事務官、刑事施設職員、少年院職員、少年鑑別所職員、弁護士、弁護士会の職員、司法書士、司法書士会の職員、または裁判外紛争解決手続に基づく当該公的機関に所属する担当官をいう。

第３章　差別の禁止　

１、何人も障害に基づくいかなる差別も受けない。

２、国、自治体、市民、事業体、その他の団体は、障害に基づく差別をしてはならない。

３、差別に関する推定等

①　差別の原因が複数あり、その主たる原因の一つが障害であると認められる場合、この行為は、この法律における障害に基づく差別と推定する。

②　過去の障害の経歴、将来発生しうる障害、または、障害がないにもかかわらず障害をもつとみなされることによって差別を受ける場合も、この法律における障害に基づく差別とみなす。

③　間接差別においては、相手方が、当該規定、基準、あるいは取り扱いが、その目的の達成手段として適切かつ必要不可欠である旨を立証した場合には、差別とみなされない。

④　合理的配慮の欠如においては、不釣合いな又は過重な負担をともなうものであることを立証した場合には、差別とみなされない。

⑤　積極的差別是正措置は、差別とはみなされない。

第４章　国及び自治体の責務

１、国及び自治体は、障害に基づく差別を防止し、差別を受けた場合の救済を図るとともに、障害をもつ人の自立及び完全参加と平等の実現並びにその権利を確立するための施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

２、国及び自治体は、障害をもつ人が、性差別等の複合的な差別を受けていることを認識し、障害をもつ人がすべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための総合的な措置をとる責務を有する。

３、国及び自治体は、合理的配慮が供与されるよう必要な技術的・行政的・財政的支援をしなければならない。

４、前二項の責務を果たすための措置には、各章で定めるほか、以下の事項も含むものとする。

・差別の実態の調査

・差別の原因を解消するための積極的差別是正措置

・差別及び差別助長の防止のための人権啓発活動

・欠格条項及び差別的条項の撤廃

・本法（）の遵守を国又は自治体との契約の資格要件とし、国又は自治体からの財政援助の受給要件とすること

第２編　各則

第１章　地域生活

１、地域における自立した生活を営む権利

①　何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、障害をもたない人と平等に、地域において自立した生活を営み、あらゆる社会的活動に参加する権利を有する。

2 すべての障害をもつ人は、前項の地域生活の権利を確保するためのパーソナル・アシスタンスを含む支援サービスを受ける権利を有する。

２、選択の権利

①　すべての障害をもつ人は、自立した生活を営む権利の享有に当たっては、あらゆる生活の形態を選択する機会が保障される。

②　前項の支援サービスは、選択に基づく機会の均等を保障するものでなければならず、かつ、障害の種類、程度による選択肢の制限を設けるものであってはならない。 

３、差別の禁止

　何人も、本章以下の章に規定される分野における差別のほか、自立した生活を営むうえで障害に基づくあらゆる差別を受けない。

４、差別の定義 

地域生活における差別とは、本章以下の章に規定される差別のほか、特に以下の事項を含む。

①　障害に基づいて、特別支援学校や入所施設・病院等の特定の生活様式での生活を強いること。

②　障害の種類、程度に基づいて、地域生活のための支援サービスの提供を拒否し、若しくは選択を制限し、または条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。

５、国及び自治体の責務

　

→国及び自治体は、すべての障害をもつ人に、他の者と平等に地域において一般のあらゆる生活の形態を選択する機会を保障するため、移行策の策定及びそのための基盤整備に取り組まなければならない。

第２章　利用及び移動に関するアクセス

１、利用及び移動に関するアクセスの権利

何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、利用施設を円滑に利用する権利、及び移動施設等を円滑に使用して移動する権利を有する。

２、差別の定義

利用及び移動に関するアクセスにおける差別とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。

①　利用施設または移動施設等の所有者または管理者が、障害に基づいて、下記に掲げる項目に関して拒否し、若しくは分離し、あるいは制限し、または適切な維持管理を行わないこと、その他不利益な取り扱いを行うこと。

ア）　施設利用そのもの。

イ）　施設利用にかかる必要かつ速やかな情報の伝達。

ウ）　施設利用にかかる事業者及び従事者等による接遇。

エ）　施設利用にかかる費用（料金）、利用時間またはその方法、移動時間または方法並びに経路、車いすや補助具等の使用。

②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、または結果を招くおそれがあること。

③　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

　利用施設または移動施設等の所有者または管理者は、障害のある人が、円滑な施設利用を確保するために必要な変更や調整、及びその維持管理を行う義務を有する。

この義務には、物理的な変更や調整のみならず、速やかな情報の提供、人的支援も含むものとする。

４、差別の推定

①　利用施設または移動施設等の所有者または管理者が、施設利用において、障害をもつ人を、もたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定するものとする。

②　５に定める最低整備基準に違反する場合には、本章の差別であるとみなす。ただし、最低整備基準に合致することをもって、差別ではないという抗弁は成立しない。

５、国及び自治体の責務

①　国及び自治体は、障害をもつ人の施設利用の円滑化を確保するため、利用施設及び移動施設等の物理的構造、情報の提供、人的支援に関する最低整備基準（以下｢施設利用等円滑化基準｣という）を設けるともに、利用施設および移動施設等の一体的な整備を図るための実施計画と実施体制を講じなければならない。

②　既存の利用施設及び移動施設等の施設利用等円滑化基準適合義務については、最長１０年を超えない限度で、その規模、費用等を斟酌して猶予期間を設定することができる。必要な場合には、国または自治体は技術的、財政的援助を行うものとする。

③　前号の施設利用等円滑化基準は、「障害をもつ人の権利委員会」（第3編第1章）の求める水準を下まわるものであってはならない。

④　①ないし③の基準は、いかなる都市、地域においても、１の権利を充たすものでなければならない。

⑤　①の基準・計画の策定、実施体制、評価において、障害をもつ人の参画が保障されなければならない。
⑥　利用施設または移動施設等の所有者または管理者は、国及び自治体の策定する実施計画及び実施体制に協力するとともに、既存の構造物については、施設利用等円滑化基準適合計画を②に従って策定するとともに、その認可を受けなければならない。また、その職員等の理解、知識及び接遇技術の向上に務めなければならない。

⑦　国及び自治体は、上記、①から⑥のような措置をもってしても移動施設等を利用して移動することが困難な者に対しては、地域の事情や個人の状況に合わせた個別対応の方策を公共交通の対応として確保する。

第３章　意思疎通・情報伝達

１、意思疎通・情報伝達における権利

何人も、障害に基づくいかなる差別も受けることなく、自らが選択するコミュニケーション手段を使用する権利を有し、これにより、あらゆる種類の情報の提供を受け、これを利用し、また意思疎通・情報伝達を行う権利を有し、その機会を保障されるものとする。

２、意思疎通・情報伝達における差別

意思疎通・情報伝達に関するアクセスにおける差別とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。

①　意思疎通・情報伝達の相手方が、障害に基づいて意思疎通・情報伝達を拒否し、若しくは制限し、または条件を付加し、その他不利益な取り扱いをすること。

②　障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を用いることを、正当な理由なく、拒否し、若しくは制限し、またはこれに条件を課すこと。

③　障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段に必要である支援者に対し、正当な理由なく、同行を拒否し、若しくは活動を制限し、または妨害し、その他不利益な取り扱いをすること。

④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

①　特定の者の間で意思疎通・情報伝達する場合の相手方は、障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を用いて意思疎通・情報伝達するために必要な変更や調整を行う義務を有する。

②　不特定の者に情報を伝達する者は、障害をもつ人に情報伝達するために必要な変更や調整を行う義務を有する。

3 国、自治体、または政党が①の相手方、または②の情報の提供者である場合、不釣合いな又は過重な負担をともなう場合であっても、合理的配慮の義務は免れない。

４、差別の推定

1 障害をもつ人に意思疎通・情報伝達する事業を行なう国及び

自治体並びに国及び自治体から免許を受けた放送事業者は、情報が不特定の者に提供される場合において、障害をもつ人を、もたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定するものとする。

②　５に定める最低整備基準に違反する場合には、本章の差別であるとみなす。ただし、最低整備基準に合致することをもって、差別ではないという抗弁は成立しない。

５、国及び自治体の責務

　国及び自治体は、障害をもつ人の意思疎通・情報伝達における権利を確保するため、下記に掲げる必要な措置を講じなければならない。ここにおいて、国及び自治体から免許を受けた放送事業者は、その地位に基づいて国及び自治体に準じた責務を負う。

①　情報が不特定の者に提供される場合、障害をもつ人が自ら選択するコミュニケーション手段を使用してその情報を受領するために必要な字幕、手話通訳、音声解説等の手段方法、情報伝達機器等の仕様に関して、最低整備基準（以下｢情報等円滑化基準｣という）を策定する。

但し、既存の情報提供の手段方法、または情報伝達機器の使用に関する情報円滑化基準適合義務については、最長５年を超えない限度で、その規模、費用等を斟酌して猶予期間を設定することができる。必要な場合には、国または自治体は技術的、財政的援助を行うものとする。

②　前号の施設利用等円滑化基準は、「障害をもつ人の権利委員会」（第3編第1章）の求める水準を下まわるものであってはならない。

③　障害をもつ人が自らの選択したコミュニケーション手段若しくは、そのための情報伝達機器を、付加的な金銭負担なく利用できる施策を講じる。

④　多数の人が参加する行事において、障害をもつ人の意思疎通・情報伝達の円滑化のために必要な支援を提供する。
⑤　障害をもつ人の特性を考慮した情報通信システム及び器具の研究、開発及び普及に必要な支援を行う。

第４章　サービス

１、サービスの提供を受ける権利

何人も、障害に基づくいかなる差別を受けることなく、不特定または多数の者にサービスを提供する法人その他の団体、個人（「サービス提供者」という。）から、商品、施設、便益その他のサービス（以下「サービス」という。）の提供を受ける権利を有し、その機会を保障される。

２、差別の定義

　サービスに関する差別とは、次に掲げるものをいうものとする。

①　サービス提供者が、障害に基づいて、サービスの提供を拒否若しくは制限し、又はサービスの提供について不利益な取扱いを行うこと。

②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

③　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

サービス提供者は、次に掲げる行為を行う義務を負う。

①　サービスを提供するにあたり、障害をもつ人がサービスを利用することを容易にするため、適切なコミュニケーション手段を使用すること。

②　障害をもつ人がサービスの内容を理解するために必要とする援助者の同行同席を承諾すること。

③　サービスを提供するにあたり、障害をもつ人がサービスを利用することを容易にするための補助機器及び人的援助を提供すること。

④　サービスの提供に関する運用、方針又は手続が障害をもつ人に対して相当の不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するための施策を講じること。

④　その他、障害をもつ人のサービスを受ける権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。

４、差別の推定

　サービス提供者が、サービスの提供に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて差別が行われたものと推定するものとする。

第５章　不動産

１、不動産を取得し、居住し、利用する権利

　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、不動産を取得し、居住し、利用する権利を有し、その機会を保障されるものとする。

２、差別の定義

　不動産の取得、居住、利用における差別とは、次に掲げるものをいうものとする。

①　不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、又はその取引の法的手続きに関与する者が、障害に基づいて、その契約の締結を拒否若しくは制限し又は不利益な取扱いを行うこと。
②　不動産を管理する者が、障害に基づいて、不動産の居住、利用又はこれらに付随するサービスについて不利益な取り扱いを行うこと。　③　①、②に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

③　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務　①　２の①に規定する者は、不動産の売買等に関する契約を締結するにあたり、障害をもつ人が契約内容を理解することに資するため、適切なコミュニケーション手段を使用する義務を負う。

②　２の②に規定する者は、当該不動産の構造又は設備が障害をもつ人に対して相当の不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な限度で、当該不動産の改造を行うことを承諾する義務を負う。

③　２に規定する者は、①②の他、障害をもつ人の不動産を取得及び利用する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行う義務を負う。

５、差別の推定

、２の①に規定する不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、又はその取引の法的手続きに関与する者、又は２の②に規定する不動産を管理する者が、不動産の取得又は居住、利用に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて差別が行われたものと推定するものとする。

第６章　教育　

１、 教育を受ける権利

1 何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、教育を受ける権利を有し、機会を保障される。

②　障害をもつ人は、あらゆる年齢段階で、自己の住む地域社会の小学校、中学校、高等学校（普通学級及びカリキュラムを含む）で、同一世代の者たちとともに学ぶ権利を有する。
③　障害をもつ人は、自己の選択するコミュニケーション手段及び自己の選択した手段に堪能な教師による教育を受ける権利を有する。

④障害をもつ人は、自己の希望する場所で高等教育を受ける権利を有する。

⑤　聴覚に障害をもつ人は、学業、社会性の発達を最大にする環境としての手話集団の中で手話を習得し、教育を受ける権利を有する。

⑥　障害をもつ人は、就学前教育・保育、放課後の学童保育、地域社会における社会教育、職業教育及びその他の生涯教育を受ける権利を有する。

２、教育における差別の定義

　教育における差別とは、次の各号に掲げるものをいうものとす
る。

①　教育機関が、障害に基づいて、教育の機会を剥奪もしくは制限し、又は教育の機会について不利益な取扱いを行うこと。

②　教育機関が、障害に基づいて、自己の住む地域社会の普通教育課程（普通学級及びカリキュラムを含む）から排除すること。

③　教育機関が、障害に基づいて、保護者等に付き添いその他の付加的な条件を課すこと。

④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

①　教育機関は、障害をもつ人に対して、教育を受ける権利を確保するために必要な変更や調整を行う義務を有する。

②　①における合理的配慮義務の内容は、下記の点に関して障害のある人、保護者、若しくは代理人と教育機関との協議により決定される。

協議が整わない場合は、「障害をもつ人の権利委員会」（第4編第1章）に申出るものとする。

ア　利用可能な物理的環境の整備

イ　適切なコミュニケーション手段を用いた教育

ウ　必要な人員の配備

エ　利用可能な形態の教科書、教材の使用

オ　適切な手段方法による授業

カ　教育評価、試験の基準の変更

キ　学級人数の調整

ク　食事、身体介助

ケ　通学条件の整備
コ　その他、教育を受ける権利の保障のために必要な変更及び調整

４、差別の推定

教育機関が、障害をもつ人を障害をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為を障害に基づく差別が行われたものと推定するものとする。

ただし、障害をもつ人及びその保護者が、普通教育課程で十分な合理的配慮及び必要な支援を提供しても教育目標に達成できないと判断し、教育機関に申し出、普通教育課程から離脱をした場合には、差別とはみなされない。

５、国及び自治体の責務

①　入学及び在学中において、障害をもつ人に対する合理的配慮及び必要な支援の決定又は変更にあたり、障害をもつ人に対し適切なコミュニケーション手段を用いて説明を行い、合意形成をはからなければならない

②　教育場面において障害に対する無理解または障害をもつ人に対するいじめが存在する場合において、これを是正するための対策を講じなければならない。

③　その他、障害をもつ人が教育に完全に参加し、教育を受ける権利を実質的に保障するために必要な支援を行わなければならない。

第７章　労働　

１、労働の権利

　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、労働する権利を有し、その機会を保障される。

２、労働における差別

労働における差別とは、次の各号に掲げるものをいうものとする。

①　事業者による労働者の募集、採用、解雇、その他のあらゆる労働条件における障害に基づく拒否、制限、条件の付加、その他不利益な取り扱いまたは変更。

②  障害に基づく差別であるとして裁判上又は裁判外の救済手続を申し立てたこと及びこれに協力したことに基づいて、事業者が行う解雇その他の不利益な取り扱い。

③　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

④　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

事業者は、障害をもつ人の労働する権利が確保されるために必要な下記の事項を含む変更や調整を行う義務を有する。

①　募集、採用、労働契約の締結又は変更、職務の遂行にあたり、障害をもつ人がその内容を理解し、意思疎通・情報伝達することを容易にするため、障害のある人が選択したコミュニケーション手段を用意すること。

②　労働条件、就業環境、労働時間が障害をもつ人に対して不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。

③　その他、労働条件調整事項につき、障害をもつ人の労働する権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。

５、国及び自治体の責務

①　国及び自治体は、適切な政策及び措置を通じて、公的部門及び民間部門における障害をもつ人の雇用を促進すること。これらの政策及び措置には、積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めること。

②　国及び自治体は、障害をもつ人が、障害をもたない人向けの技術指導及び職業指導に関する計画、職業紹介サービス並びに継続的な職業訓練サービスを効果的に利用することを可能にすること。

③　国及び自治体は、障害をもつ人が差別を受けることなく労働できるようにするため、物理的障壁等の除去、作業用補助具または就労支援機器の開発、通訳者(コミュニケーション支援者)及びジョブコーチ等の育成及び派遣制度の拡充、情報提供・相談のための制度拡充等の責務を有する。

④　国及び自治体は、事業者が合理的配慮を行うことができるための適切な支援措置をとること。

６、事業者の責務

事業者は、次の事項について適切な措置をとらなければならない。

①　職場において障害に対する無理解または障害をもつ人に対するいじめを含むいやがらせ（ハラスメント）が存在する場合に、これを是正するための対策。

②　障害に基づく苦情救済についての相談窓口の設置。

第８章　医療・リハビリテーション

１、医療とリハビリテーションに関する権利

①　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、心身の体調を自らの意思で良好に保ち、自らの望む日常生活と社会参加を果たすために、他の者に提供されるものと同一の範囲、質、及び水準の自らが求める医療およびリハビリテーション（以下「医療等」と称す）を受ける権利を有する。

②　障害をもつ人は、他の者と平等なインフォームドコンセントの権利を有する。

２、医療等に関する差別

医療等に関する差別とは次に掲げる場合をいう。

①　医療等の提供者が、障害をもつ人の存在を否定、又はその個人としての尊厳を傷つけるような不当な医療行為を行うこと。または、医療の名のもとに強制的に隔離的な環境に閉じ込めること。

②　医療等の提供者が、障害に基づいて、他の者に提供されるものと同一の範囲、質、及び水準の医療等の提供を拒否し、または制限し、条件を付加するなど、その他不利益な取扱いをすること

③　医療等を提供する事業者が、障害に基づいて、治療のレベルをさげること、又は治療の打ち切りを強制すること。

④　①ないし③に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

⑤　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

　医療等を提供する者は、障害をもつ人の医療等を受ける権利を確保するため必要な下記の事項を含む変更や調整を行う義務を有する。

①　提供すべきサービス内容に関してインフォームドコンセントを確保するに際して、障害のある人が選択したコミュニケーション手段あるいは理解の容易な手段により、十分な説明をするとともに、診断を含むすべての治療行為について相互に意思疎通・情報伝達を図ること。

②　一般的な治療の方針、治療方法の手段を用いることが、障害をもつ人

に対して不利益を及ぼしている場合において、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。

４、差別の推定　

医療等を提供する者が、医療等の提供に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。

５、国及び自治体の責務

①　国及び自治体は、障害をもつ人が自らの意思と選択に基づいた医療を社会サービスとして提供できるよう、医療保障を拡充しなければならない。

②　国及び自治体は、医療の受診、インフォームドコンセント、入退院等の意向確認においては、自らの意思と選択に基づいて、障害をもつ人が「障害をもつ人の支援機関」（第4編第4章）を利用することを認め、これを支援しなければならない。

②　国及び自治体は、医療を提供する事業者が障害を理由に診療及び治療を拒否したり、不当な医療行為を提供したり、劣悪な医療環境を放置し、障害をもつ人の存在を否定し、その人間としての尊厳を傷つけるような医療行為が行われた場合には、速やかな指導・告発を行い、その情報を公開しなければならない。

６、医療等を提供する者の責務

医療等を提供する者は、障害に関わる治療・検査や、妊娠及　出産に関する治療・検査を行うに際して、治療・検査の内容とその結果に対する対応の方法について、障害を否定的にとらえる情報のみならず、その支援策等の情報を医療の提供を受ける者に提供し、その判断に資する十分な援助をしなければならない。

第９章　性と生殖
１、性と生殖に関する権利
①　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、それぞれの性をもつ個人として尊重され、性に関する能力を発揮する機会を持つ権利を有する。
②　何人も自らの性と生殖のあり方についての自己決定権をもつ。
③　何人も、障害に基づいて、何人からも恋愛や性的関係を制限もしくは強制されず、法的または事実的な結婚関係を結び、妊娠、出産をする権利を有する。
２、差別の定義
①　障害に基づいて、性的関係を制限あるいは強制されること。
②　障害に基づいて、避妊、中絶を強要され、子どもを生む機会を阻まれること。

③　障害に基づいて、子宮摘出及び断種などの生殖機能を奪うこと。

④　男女平等に向けた取組みや必要な施策において、障害に基づいて、その取り組み等から除外し、もしくは制限し、または条件を課し、その他不利益な取り扱いをすること。
３、合理的配慮義務
性と生殖にかかわるサービスを提供する者は、障害をもつ人が性と生殖について自ら決定し行使できるよう、十分に情報を提供し、その不利益を除去するために必要な変更や調整を行うこと。
４、国及び自治体の責務
①　国及び自治体は、障害をもつ人に対して、性による差別が行われないよう、認識の改善及び支援策等の政策を推進すること。
②　国及び自治体は、政策の決定と執行過程において、性を理由とした参加の機会を制限し、または排除しないよう、配慮すること。
③　サービス提供者等、事業者が行うべき合理的配慮への支援を行うこと。
第１０章　行政手続と行政サービス　

１、行政手続と行政サービスの利用における権利

何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、平等にあらゆる行政の手続及びサービス、情報の入手を利用する権利を有する。

２、差別の定義

行政手続と行政サービスにおける差別とは、次に掲げるものをいう。

①　行政が、行政手続と行政サービスの利用において、障害に基づいて、その機会または参加を拒否し、もしくは制限し、またはその他不利益な取り扱いを行うこと。

②　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

③　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

国および地方自治体は、そのつかさどる行政手続及び行政が提供するサービスの利用において、その利用の機会と参加を確保するため、下記の事項を含む必要な調整や変更を行う義務を負う。

①　行政手続及び行政が提供するサービスの利用に際して、障壁となる物理的環境を除去してアクセスを確保するとともに、行政と障害をもつ人との間の意思疎通・情報伝達が、障害をもつ人の選択にかかるコミュニケーション手段を用いて行われること。

②　行政が一般に提供する情報が、あらゆるコミュニケーション手段に対応する形で提供されること。

③　行政庁の行う不利益処分に伴う告知聴聞の手続きにおいては、司法手続（本編第12章）における合理的配慮の義務を準用する。

４、差別の推定　

①　行政が行う行政手続と行政サービスの利用に際して、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱ったときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。

②　本章において、不釣り合いな負担または過度の負担の抗弁は許されない。

５、国及び自治体の責務

国及び自治体は、障害をもつ人の行政手続と行政サービスを利用する権利を確保するため、障害をもつ人の人権についての研修及び利用を容易ならしめる技術や支援の開発、人材の育成に努めなければならない。

第１１章　政治参加　

１、政治参加の権利

①　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、国政または地方自治に関する選挙（被選挙を含む）、裁判官の審査、憲法改正の国民投票、住民投票、住民の直接請求、請願、公の議会における参加及び傍聴、情報の入手等を行う権利を有する。

②　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、政治活動及び選挙運動等を行う権利を有する。

③　何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、公務に就く機会を有し、政治に参加する権利を有する。

２、政治参加における差別

政治参加における差別とは、次に掲げるものをいう。

①　１に定める政治参加の権利を行使するに際して、障害に基づいて、その機会またはその権利行使を剥奪もしくは制限し、または不利益な取り扱いを行うこと。

②　一般投票所以外の障害をもつ人を入所させる特定の医療または福祉施設の管理する場所における投票所を設置すること。

③　①に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

④　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

(1) 　国、自治体及び選挙管理委員会は、投票の機会と権利行使を保障するため、下記の事項を含む必要な調整や変更の義務を負う。

①　投票所までの移動、投票所内での移動の物理的障壁となるものを除去すること、

②　投票所内における設備、器具及び投票方法を投票が容易なものに変更すること。

③　投票における負担を軽減するための人的支援を提供すること。

④　選挙公報、政見放送および投票に関する情報提供を障害をもつ人が選択するコミュニケーション手段に対応したものにすること。

⑤　投票所による投票以外の代替的な投票方法が、障害をもつ人に利用可能な形態内容とすること。

(2)　 選挙運動を行う者は、選挙に関して不特定の者に提供する情報について、可能な限り、あらゆるコミュニケーション手段に対応しなければならず、個別の求めに応じて障害をもつ人の選択するコミュニケーション手段に対応しなければならない。

(3)　 公の議会は、政治参加の権利を確保するため、下記の事項を含む必要な調整や変更を行うものとする。

①　障害をもつ議員が議員としての職務遂行を確保するため、また障害をもつ参考人等が意見の陳述を行うため、物理的な障壁を除去してアクセスを確保するとともに、当該議員または参考人等が選択するコミュニケーション手段に対応した情報提供、質疑、討論、決議の方法を採用すること。

②　障害をもつ傍聴人が傍聴するうえでの物理的障壁を除去し、その選択にかかるコミュニケーション手段を用いて情報を受けるための適切な措置を講じること。

４、差別の推定　

①　３で規定する合理的配慮を提供すべき者が、政治参加に関して、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に取り扱っときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。

②　３の(1)及び(3)の場合において、不釣り合いな負担または過度の負担の抗弁は許されない。

５、国及び自治体の責務

(1)　 国及び自治体は、選挙における権利を保障するため、下記の事項を含む必要な措置を講じなければならない。

①　選挙に関する情報が適切に提供されるための研修、人材の確保、設備の整備、技術的開発と促進。

②　国または自治体に属しない投票所における物理的な障壁の除去のための財政援助。

(2)　 選挙管理委員会は、選挙における権利を保障するため、支援に必要な職員研修を実施しなければならない。

第１２章　司法手続

１、司法手続に関する権利

何人も、障害に基づいて、いかなる差別を受けることなく、裁判所において裁判を受け、裁判外紛争解決手続を利用し、または司法関係手続に参加もしくは傍聴することを含むすべての司法関係手続（捜査段階から刑の執行までを含む。）において認められた権利を有し、その機会を保障される。

２、差別の定義

司法における差別とは、次に掲げるものをいう。

①　司法機関、または司法関係者が、障害に基づいて、司法手続に関する権利を剥奪し、制限し、排除し、拒否し、またはそのた不利益な取扱いを行うこと。

②　障害に基づいて、裁判の傍聴を拒否し、裁判の内容を理解することを容易にするための、補助犬、適切なコミュニケーション手段の使用を妨げること。

③　①、②に掲げる事項において、形式的には障害に関係しない中立的な規定や基準の適用、あるいは取り扱いが障害をもつ人に不利な結果を招くこと、又は結果を招く恐れがあること。

④　３の合理的配慮義務に違反すること。

３、合理的配慮義務

司法機関または司法関係者は、それぞれの立場において、司法手続き上認められた権利を確保するため、下記の事項を含む必要な調整及び変更を行う義務を負う。

①　障害をもつ人が当該司法関係手続の内容を理解することを容易にする

ため、障害をもつ人が選択したコミュニケーション手段を使用して、すべての手続きを行うここと。

②　適切なコミュニケーション手段を使用しても、障害をもつ人が当該司

法関係手続の意味または内容を十分に理解することができない場合において、当該の障害をもつ人に対して、理解をはかる上での補助者を選任すること。

③　障壁となる物理的環境を除去してアクセスを確保すること。

④　その他、憲法または手続き法が要請する適正手続きを障害をもつ人に

担保するために必要な合理的配慮を行うこと。

４、差別の推定　

①　司法関係手続き上の権利に関して、障害をもつ人がもたない人と比較

して不利益に取り扱われたときは、当該行為は障害に基づいて行われたものと推定する。

②　本章において、公の機関及びその職員に関しては、不釣り合いな負担

または過度の負担の抗弁は許されない。

５、司法関係機関及び司法関係者の責務

司法関係機関は、その所属する司法関係者に対して、予断、偏見をなくし司法関係上の権利を確保するため、専門家育成を含む障害に関する研修訓練等を実施しなければならない。

第３編　実施規定

第1章　障害をもつ人の権利委員会

１、設置

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づき、内閣府の外局として、本法の目的を達成することを任務とする「障害をもつ人の権利委員会」（以下、「権利委員会」とする）を設置する。

２、所掌事務

権利委員会は、任務を達成するため、次に掲げる事項についての所掌事務を行う。

(1)　以下に掲げる障害に基づく差別の解消に関する指針（ガイドライン）等の策定及び改定に関する事項

①　直接差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項

②　間接差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項

③　「合理的配慮」の提供に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項（相手方の不釣合いな又は過重な負担に関する事項を含む）

④　国及び自治体による、当該事業者が「合理的配慮」を提供するために必要な技術的・行政的・財政的支援に関する事項

⑤「積極的差別是正措置」に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項

⑥　その他、障害に基づく差別の解消に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項

(2)　障害に基づく差別による被害の救済及び予防に関する事項

(3)　障害に基づく差別の実態調査に関する事項

(4)　障害に基づく差別及び差別助長の防止のための人権啓発と広報に関する事項

(5)　障害をもつ人の差別の撤廃と権利に関する国際的又は国内の実施状況に関する情報の収集及び公開に関する事項

(6)　この法律の実施状況についての監視（モニタリング）に関する事項

(7)　規則の制定

(8)　その他、権利委員会の任務を達成するための必要な事項

３、組織

権利委員会は、委員長及び委員１５人をもって組織する。

４、委員長及び委員の任命

(1)　委員長及び委員は、障害をもつ人の人権に関して高い識見を有する者で、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、（両議院の同意を得て）内閣総理大臣が任命するものとする。

(2)　前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/２以下とならないようにしなければならない。

５、任期

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長または委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員長及び委員は、再任することができる。

６、（課題別）専門部会の設置

(1)　権利委員会は、そのもとに（課題別）専門部会を置くことができるものとし、委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにしなければならない。

(2)　専門部会の職務は、権利委員会の所掌事務のうち指示された職務を行うものとする。

７、公聴会

権利委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。

８、職務遂行の結果の公表

権利委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表しなければならないものとする。

９、障害をもつ人の地域権利委員会との連携

権利委員会は、職務遂行上及び所掌事務の処理上必要なときは、障害をもつ人の地域権利委員会（本編第２章　以下「地域権利委員会」とする）と連携して行うものとする。

10、国会に対する報告等

権利委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとする。

11、内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出

(1)　権利委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、または内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な下記の事項に関し、意見を提出することができる。

①　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかる法令の制定または改廃に関する事項

②　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかる行政上の取り扱いの変更に関する事項

③　障害をもつ人の人権教育・啓発及び広報に係る施策のあり方に関する事項

④　障害者の権利条約の批准及び同条約の国内履行に関する事項

　⑤　国際連合等の国際機関及び諸外国の人権機関との協力に関する事項

　⑥　人権諸条約上提出が義務づけられている政府報告書の作成に関する事項

(2)　内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定により権利委員会から意見が提出されたときは、その意見を十分に尊重しなければならない。

第２章　障害をもつ人の地域権利委員会

１、設置

(1)　都道府県知事及び政令市の長は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の地域権利委員会（以下、「地域権利委員会」とする）を設置するものとする。

(2)　地域権利委員会は、地域社会において障害をもつ人の人権相談に応じるとともに、障害をもつ人の権利擁護の推進を図るため、市町村が推薦した者のうちから障害をもつ人の権利擁護委員を委任し、当該委員を地域権利委員会に置くものとする。

２、所掌事務

地域権利委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1)　被害者の住所が当該地域内にある場合の障害に基づく差別による被害の救済及び予防に関する事項

(2)　障害に基づく差別の防止のための人権啓発と広報に関する事項

(3)　障害をもつ人の権利擁護委員の養成及び研修ならびに活動の充実に関する事項

(4)　その他、地域権利委員会の任務を達成するための必要な事項

３、組織

地域権利委員会は、委員長及び委員○○人をもって組織する。

４、委員長及び委員の任命

(1)　委員長及び委員は、障害をもつ人の人権に関して高い識見を有する者で、法律または社会福祉に関する学識経験のある者及び障害をもつ人の権利擁護活動に従事した経験のある者のうちから、（議会の同意を得て）都道府県知事及び政令市の長が任命する。

(2)　前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/２以下とならないようにしなければならない。

５、任期

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。なお、委員長及び委員は、再任されることができるものとする。

６、会議

地域権利委員会の会議は、委員長が招集するものとする。

７、（課題別）専門部会

(1)　地域権利委員会は、そのもとに（課題別）専門部会を置くことができるものとする。

(2)　（課題別）専門部会の部会長は、地域権利委員会の委員のうちから互選により選出するものとし、部会の委員は地域権利委員会の委員が推薦し、地域権利委員会が任命するものとする。

８、公聴会

地域権利委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。

９、職務遂行の結果の公表

地域権利委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表するものとする。

10、障害をもつ人の権利委員会への報告及び連携

地域権利委員会は、適時に、その職務遂行の結果及び所掌事務の処理状況を障害をもつ人の権利委員会（本編第1章）に報告し、職務遂行上及び所掌事務の処理上必要なときは、障害をもつ人の権利委員会とその職務及び所掌事務について連携して行うものとする。

11、議会に対する報告等

地域権利委員会は、毎年、都道府県知事及び政令市の長を経由して議会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないものとする。

12、都道府県知事及び政令市の長等又は議会に対する意見の提出

(1)　地域権利委員会は、都道府県知事及び政令市の長若しくは関係行政機関の長に対し、または都道府県知事及び政令市の長を経由して議会に対し、この法律の目的を達成するために必要な下記の事項に関し、意見を提出することができるものとする。

①　障害に基づく差別の解消と障害をもつ人の権利の確保にかかわる条例の制定又は改廃に関する事項

　②　障害に基づく差別解消と障害をもつ人の権利の確保にかかわる行政上の取扱いの変更等に関する事項

③　障害をもつ人の人権教育・啓発にかかわる施策のあり方に関する事項

　④　その他の障害をもつ人の差別解消と人権に関する必要な事項

(2)　都道府県知事及び政令市の長または関係行政機関の長は、前項の規定により地域権利委員会から意見が提出されたときは、その意見を十分に尊重しなければならないものとする。

第４編　権利委員会による権利救済手続

第１章　総則

１、定義

この法律の権利救済の対象となる「差別行為等」とは、第１編（総則）第２章２項の「障害に基づく差別」及び第２編（各則）における差別の定義に規定する差別行為を指すものとする。

２、差別行為等に関する相談

権利委員会（以下、「障害をもつ人の権利委員会」[第３編第１章]及び「障害をもつ人の地域権利委員会」[第３編第２章]を「権利委員会」という）は、障害をもつ人に対する差別行為等に関する各般の問題について、相談に応じるものとする。

３、救済手続の開始

(1)　何人も差別行為等による被害を受け、または受けるおそれがあるときは、権利委員会に対し、権利救済の申出をすることができる。

ただし、ふたつ以上の地域にまたがる、または全国的に重大な差別行為等に対しては、「障害をもつ人の権利委員会」（第３編第１章）が申出を受けるものとする。

(2)　何人も差別行為等による被害または被害の発生を予見したときは、権利委員会に対し、権利救済の申出をすることができる。

(3)　権利委員会は、権利救済の申出があれば、この法律の目的において関与することが適当でない事案又は行為の日から○○年を経過した事案を除き、遅滞なく必要な調査をし、適切な措置を講じなければならない。

(4)　権利委員会は、差別行為等による被害の救済または予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、必要な調査をし、適切な措置を講じることができる。

４、不利益取扱いの禁止

何人も権利救済の申出等をした者に対し、そのことを理由として、不当な取扱いをしてはならないものとし、その行為も権利委員会の救済の対象となる事案に含めるのとする。

５、公権力による差別行為等に対する救済措置

行政機関は、公権力による人権侵害に対しては、正当な理由がないかぎり、権利委員会が講じる措置に応じなければならない。

第２章　救済手続

１、調査

権利委員会は、差別行為等による被害の申し出について必要な調査を行うため、次に掲げる処分をすることができる。

(1)　事案の関係者に対する出頭要求・質問

(2)　差別行為等に関係のある文書その他の物件の提出要求

(3)　当該差別行為等が現に行われ、または行われた疑いがあると認める場所の立入検査

２、調停及び仲裁

権利委員会は、差別行為等に係る事案について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、必要とする調停又は仲裁を行うものとする。

３、勧告及び是正命令

権利委員会は、差別行為等が現に行われ、または現に行われたと認める場合において、当該差別行為等による被害または予防のため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対して、当該行為の停止等を勧告し、同勧告による改善がみられない場合には是正命令を発することができる。

４、勧告及び是正命令の公表

権利委員会は、３の勧告及び是正命令を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告及び是正命令の内容を公表することができる。

５、訴訟援助

権利委員会は、４の勧告及び是正命令の公表を受けた者がこれに従わないときは、次の場合には訴訟に参加することができる。

(1)　申出人が訴訟を提起する場合の必要な援助（関係文書や物件の提供等）

(2)　差別行為等の内容、性質その他の事情にかんがみ、必要があると認める場合

(3)　差別行為等に対して、当該行為を行った者が、４の勧告及び是正命令を受け、その公表を受けてもこれに従わないとき、または「障害をもつ人の支援機関」（本編第４章）が当該行為に対して団体訴権を行使しないときは、権利委員会がその者に対して当該行為の差止等を請求する訴訟を提起することができる。

４、是正命令の確定

①権利委員会の是正命令に対し不服がある関係当事者は、その命令書を送達された日から30日以内に行政訴訟を提起することができる。

　②第1項の期間内に行政訴訟を提起しない時にはその是正命令は確定される。

５、是正命令の履行状況の提出要求等

①権利委員会は、確定した是正命令について差別行為者にその履行状況を提出することを要求することができる。

　②申立人は、差別行為者が確定した是正命令を履行しない場合それを権利委員会に申告することができる。

６、是正命令の公表

権利委員会は、５により是正命令が確定したにもかかわらず、これを受けた者が従わないときは、その旨及び当該是正命令の内容を公表することができる。

７、訴訟援助

権利委員会は、３の勧告及び是正命令受けた者がこれに従わないときは、次の場合には訴訟に参加することができる。

(1)　申出人が訴訟を提起する場合の必要な援助（関係文書や物件の提供等）

(2)　差別行為等の内容、性質その他の事情にかんがみ、必要があると認める場合

(3)　差別行為等に対して、当該行為を行った者が、４の勧告及び是正命令を受け、これに従わないとき、または「障害をもつ人の支援機関」（第６編）が当該行為に対して団体訴権を行使しないときは、権利委員会がその者に対して当該行為の差止等を請求する訴訟を提起することができる。

第３章
立証責任の配分

１、この法律と関連した紛争解決事案（本編第２章の裁判外紛争解決手続または司法救済を通じた解決手続）において、差別行為等があったという事実は、差別行為を受けたと主張する者が立証しなければならない。

２、前項1の差別行為を正当ならしめる事由があったということについては、差別行為を受けたと主張する者の相手方が立証しなければならない。

第５編　司法による救済
１、仮の措置

裁判所は、この法により禁止された差別行為に関する訴訟提起前又は訴訟提起中に、被害者の申請によって被害者に対する差別が疎明される場合、本案判決前まで差別行為の中止等、その他に適切な臨時措置を命ずることができる。

２、中止及び積極的是正命令

裁判所は、この法により禁止された差別行為に関する訴訟において、差別行為を受けたと主張する者の請求により、その相手方に対して、断続的若しくは継続的な差別行為を中止し、または、差別是正の積極的措置をとることを命ずる判決をすることができる。

３、履行担保措置

裁判所は、以下の各号のいずれかに該当する場合、その履行期間を明らかにし、これを履行しないときには、遅れた期間によって一定の賠償をするよう命じることができる。この賠償額はその履行を担保するに足るものでなければならない

(1) 差別行為の中止及び差別是正のための積極的措置が必要であると判断する場合。

(2) 合理的配慮義務に基づき、相手方に対してその履行を命ずる場合。

４、立証責任の配分

(1)　この法律と関連した紛争解決、訴訟において、差別行為があったという事実は、差別行為を受けたと主張する者が立証しなければならない。

　(2)　前項の差別行為が、障害を理由にした差別ではない、或いは正当な事由がある、もしくは、合理的配慮の欠如において、不釣合いな又は過重な負担をともなうものであることに関する主張立証は、差別行為を受けたと主張する者の相手方がこれをしなければならない。

５、損害賠償訴訟の特則

(1)　何人もこの法の規定を違反し他人に損害を加えた者は、それにより被害を受けた人に対し、損害賠償責任を負う。但し、差別行為を行った者が故意又は過失がないことを証明した場合にはこの限りではない。

　(2)　この法の規定を違反した行為により損害が発生したことは認められるが差別行為の被害者が財産上の損害を立証することができない場合には、差別行為をした者がそれにより得た財産上の利益を、被害者が被った財産上の損害と推定される。

　(3)　裁判所は、第2項の規定にも関わらず、差別行為の被害者が被った財産上の損害額を立証するために、必要な事実を立証することが該当事実の性質上困難な場合には、弁論全体の主旨と証拠調査の結果に基づき、相当の損害額を認定することができる。
第４章　第６編　障害をもつ人の支援機関

１、組織体制

（1）　国は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の立場に立ち、相談を受け、若しくは代理人として、任意の交渉や行政救済手続又は司法手続により問題を解決する機関として、都道府県及び政令市を一つの単位に、障害をもつ人の支援機関（仮称「障害者権利擁護センター」[以下、「支援機関」とする]）を設置する。

（2）　「障害者権利擁護センター」（支援機関）は、公益法人とし、その理事会は、障害をもつ人、権利擁護に関する学識経験者、弁護士、福祉専門職等から構成される。なお、理事のうち障害者は半数以下とならないようにすることとする。
２、職務および権限

（1）　支援機関は、障害をもつ人、弁護士、福祉専門職、学識経験者を職員として配置し、障害をもつ人の立場に立ち、障害をもつ人及び関係者の相談に応じる。

（2）　支援機関は、相談を受けたうえで、問題解決に必要な場合、当該の相手方及び関係機関に対して、必要な調査を行うことができる。

　　　支援機関が行う調査においては、相手方及び関係機関は正当な理由がなくこれを拒むことはできない。

（3）　支援機関は、調査の結果、問題解決に必要であれば、代理人として相手方との任意の交渉、行政救済手続（本編第２章その他の裁判外紛争解決手続を含む）または司法救済手続を通じた問題解決を図る。

（4）　前記の手続は、無料でなければならない。但し、問題解決により、障害をもつ人が実際に金銭的利益を得た場合、一定の基準により報酬を得ることができる。

３、団体訴権の行使による差別の是正請求及び差止請求

（1）　支援機関は、差別行為等に該当すると認められる事実に対し、この法律の目的を達成するために、行為者に対して、その是正を請求することができる。

（2）　支援機関は、差別行為等に該当すると認められる行為をなし、またはなされようとしているときに、行為者に対して、この法律の目的を達成するために、その行為の差止を請求することができる。

４、国及び自治体の責務

（1）　国及び自治体は、支援機関を各都道府県及び政令市に一つの割合で設置し、その資質を有すると認められる公益法人等に委託し、障害をもつ人及び専門家を複数職員として配置できる予算を割り当てなければならない。

（2）　国及び自治体は、支援機関の理事及び職員の選任及び解任または支援機関の運営等に関与し、その独立性を侵してはならない。
（３）職員については過半数が障害種別に配慮したかたちで配置されることとする。
以上


	法律の名称案が、「権利保障」が先にきているため権利保障の範囲が必要以上に広がって理解され、「差別を禁止する」こととの関係がはっきりしないのではないか。

1-1-1 人権法制としての不足部分への補足

１自由権の基礎となる「意思決定」や「自決の権利」の記載がない。権利法制として自決の権利・意思決定の権利を位置づける必要がある。

２拷問等の禁止に関する条文がほしい。差別禁止法として、拷問等の禁止に関する記述がほしい。

３身体の自由の条文がない。差別禁止法として、身体の自由に関する記述がほしい。

1-1-2 「目的」（第１章１）の“完全参加と平等”は古いのでは？権利条約にいう「他の者との平等を基礎として～」といった権利性をもっと積極的に示せないか。

1-1-3 「自立」の定義や「自立生活」の意味が弱いのではないか。

1-2-1 「定義」全般にかかわる「障害」と「障害に基づく差別」について

＜「障害」の定義について＞

「障害」の定義を整理すると、障害とは日常・社会生活の制限で心身のの特徴を受容しない環境を原因とするもの、となる。ここでは、第１に、障害と疾患・機能障害を区別し、第２に、日常・社会生活の制限の中で、環境を原因とするもの（障害）と環境を原因としないもの（障害以外）とを区別している。
第１の区別の結果、疾患や機能障害による差別・区別は障害者差別ではなくなる。例えば、「生活上の制限はないが、心臓に持病がある」人を不採用とする事業主は、「障害に基づく差別」ではないので合法とされる。このようなことを防ぐためにＡＤＡでは「身体的または精神的な機能障害」を含めた障害の定義にしていると思われる。
第２の区別の結果、遷延性意識障害者がかかえる生活上の制限（たとえば就職できないこと）や、盲人が墨字を読めないという生活上の制限は、環境によるものとはいえないので、「障害」ではないことになる。したがってこれらに基づく差別も合法となる、等。
　＜「障害に基づく差別」の定義について＞

「障害に基づく差別」は、ＡＤＡの訳などでは「障害を理由とする差別」が一般的かと思います。Basedだから「障害に基づく差別」でもいいのでしょうが、差別の原因・基礎・根拠が障害にあるとのニュアンスが出てきて、「理由とする」とした方が、「障害を口実として・・・」というニュアンスが出てくるように思います。
1-2-2 障害や病気の場合、完治したとされていても、過去の病歴から、雇用忌避されたりすることがある。「継続的又は断続的に」という表現でそうした場合も含むことができるかどうか。

1-2-3 「障害をもつ人の存在」に加えて、「進行性疾患等により、将来障害をもつことを予想される人の存在」を加えてください。神経疾患患者や重度障害児、遷延性意識障害者等は将来、重度の身体障害者になることを理由に治療（呼吸器など）をしないように勧められるからです。

1-2-4 「障害をもつ人」という表現は、障害者自身に障害の責任がある、という印象を与える。

「障碍」という表記が適当ではないか。

社会的環境が原因によるものと定義すれば、疾病等が、「障害」ではないことになり、したがってこれらに基づく差別も合法とならないか。

※「３．合理的配慮」の定義の見直しについては、「2-6-6」（P.13）の意見とコメントを参照してください。

1-2-5 障害の定義について社会的環境が，心身の特徴を受け入れないことにより、制限を受ける状態と定義しているが，その制限の有無の判定基準あるいは判定者が不明なため，この法律の適用範囲が不明確である。例えば，美醜（「その他」に伴う心身の特徴にあたると考えられる）に基づく雇用不採用は，この法律の対象になるのだろうか。また心身の特徴に，能力が含まれるなら，あらゆる能力評価（資格試験・登用試験など）が差別になるのではないだろうか。やはりADAの有資格の障害者というように，救済対象をなんらか制限し，厳格化しないと，実効性のある法律とはならないと思われる。

1-2-6 差別の定義に関連して、インターネット上のあからさま差別的な表現や記述、文言、または広告やポスターなどの媒体を通じた露骨な差別表現は、どのような差別の扱いになるのか。

1-2-7 合理的配慮も「相手方が」立証するべきものということを条文にいれる必要があるのではないか。

1-2-8 「『言語』とは、音声言語及び手話とする。」ことでよいと思います。
　　「その他の形態の非音声言語」を加えることは適切ではありません。「障害者権利条約」においては、「その他の形態の非音声言語」が加えられていますが、少なくとも日本ではこれまで「その他の形態の非音声言語」に関する学説、意見はなく、具体的に指示する言語はありません。そのような不明の存在を明記することは、法案に影を投げかけるのではないか。
1-2-8-a「言語」の読み書きされる言葉と音声言語は異なるが、読み書きされる言葉も位置づける必要があるのでは。

1-2-9 「第二章　定義」の「６、コミュニケーション手段」　＊　コンピューター等による意思伝達装置、ナースコール等を加えてください。

1－2－10「施設利用」とは、「利用施設を利用すること」は、意味が不明である。もう少し注釈を加えてほしい。
1-2-11 「労働」では、「一般雇用」と「代替雇用」のみがあげられているが、労働市場での就労には、「障害のある人の権利条約」第27条１－（ｆ）でリストされているように、自営、協同組合、起業などといった形態もある。また、「代替雇用」については外部関係者にはその内容が理解できないと思われるため、説明が必要ではないか。

「その人に応じた」－自立支援法にあるようなものの見方で、能力や程度に応じた、と解釈されないか。「代替雇用」とは何のことか。

「労働」では、「一般雇用」と「代替雇用」のみがあげられているが、労働市場での就労には、「障害のある人の権利条約」第27条１（ｆ）でリストされているように、自営、協同組合、起業などといった形態もある。また、「代替雇用」については外部関係者にはその内容が理解できないと思われるため、説明が必要ではないか。１２、労働条件調整事項

1-2-12 「合理的配慮」のうち、とくに「労働」にかかわるものを「労働条件調整事項」として別に規定したことは評価できる。ただし、そのなかにある「職能技術」は、「職業技術」のほうがベターか。

1-2-13 「障害をもつ人が担当する任務の一部の他者への割り当て」が最初にくるが、最初にこれがくるのは疑問。その現場でその人がおこなう本質的な業務ではなく、工夫調整してもできないことは「他者への割り当て」もあるが、その前に、仕事内容や仕事のしかたの工夫調整でやれること・やるべきこともたくさんある。「指導」「指導監督」という言葉も使わなくてよいのではないか。現場で不足しているのは支援であり、支援者の側のトレーニングなので、障害者を指導対象とする旧来の障害者観の弊害が強い。

1-2-14 「平等概念について」差別を問題にする以上，何等かの平等概念に照らしてその不当性を問題にしていると思われる。文面には「機会の均等」という文言も有り，「機会の平等」を問題にしていると思われるが，積極的差別是正措置には「事実上の平等」という文言もあり，目指すべき平等概念に混乱がある。なお，積極的差別是正措置は，「事実上の平等」（結果の平等）を目指すという解釈も成り立つが，過去の不利益な取り扱いへの補償という考え方もある。積極的差別是正措置は，明らかに積極的差別是正を受けない者にとっては，不利益な取り扱いであり，永続的にそのような措置を採ることは，法の下の平等に反するのではないだろうか。

1-3-1 私人間の差別について　差別禁止法は，公共空間からの排除などを禁止するものであり，純粋に私人間における差別は含まれないのではないだろうか。もちろん私人間であっても，レストラン・企業・学校など社会のすべての構成員に開かれているべき空間は，公共空間と考えて良いと思う。しかるに，3-①のように，特定のものの間でのコミュニケーション一般に合理的配慮を義務付けたり，サービスのように不特定または多数の者に提供するサービスをすべてを対象としたり（例えば生命保険におけるリスク細分型保険は差別になる），教育も義務教育以外も含まれる，性のように私人による性的関係の制限も差別になるなど，広範な私人間における問題を取り上げている。だが，この差別禁止法は，強制的な調査権を有しており，個人の私的空間に対する権力的介入を行うものである。その権力性および調査を受ける側の人権を考えても，適用される空間は限定されるべきである。なお，こうした私人間といえども精神的物的損害を与えるような行為は民事法刑事法により救済すべきであることは言うまでもない。

1-3-2 成年後見制度について　サービスや不動産の契約時において，障害に基づく差別を禁止しているが，これは成年後見制度を廃止することを意味するのだろうか（本人が後見人を依頼する任意後見は認められるとしても）。成年後見制度は，確かに法律行為能力を制限するものではあるが，その制限により当事者の権利を守るという側面がある。の点はどのように評価するのであろうか。

1-3-3 障害者の家族については対象となるか？

1-3-4　第３章３－①で「主たる原因が障害であると」という部分は、逆に読めば「副次的原因が障害」であった場合は障害者差別とはしないということになる。本来的には、不利益な扱いの理由の一つに「障害」があれば、すべて違法とすべきではないか。
1-3-5間接差別等について、「差別とみなされない」とする項目が多すぎる。それを悪用するケースが多数でることは、容易に想像できる。それらはすべて、削除すべきである。

1-3-6 「複数が原因で、障害も原因の場合」（第３章の３の１）

→差別と「推定される」ではなく、「差別である」と断定した方が良い。

1-3-7 差別をした者に対して、懲役または禁固とする刑罰を設ける必要がある。また、それは、現行犯逮捕も認めるものにする必要がある。というのも、外見でわからないからといって、その他の要因が原因で意図的にぶつかってくる、悪質な人間も存在するからである。たとえその他の要因が原因であったとしても、許されない行動である。なお、その際、警察は暴行罪すら認めなかった、という現実があるからである。 ちなみに、その場合、その警察官も犯罪とみなす必要があると考える。

1-4-1 第２編各則　第９章を「性と生殖」とし、「障害をもつ女性」の章を新設する。

1-4-2 米リハビリテーション法（５０４条）のように、入札の資格要件等を「障害者差別禁止」にも規定すべきではないか

1-4-3 「国及び自治体の責務」の３の「障害関連法の遵守を国又は自治体との契約の資格要件とし、国又は自治体からの財政援助の受給要件とする」ことについては、障害関連法は身体、知的、精神、障害者基本法、自立支援法、ILO159号条約と多 岐にわたり、全てが整合性が取れていない。又、精神保健福祉法を根拠に出されている手帳の取得者は１/3程度であり、自立支援法上は要件ではないとされているが、現実には自治体レベルでは、要件とされているところが多い。さらに、権利条約を受けて創られる、差別禁止法は当然にも医療観察法の廃止と精神保健福祉法の改変をもたらすはずであり、現状の障害関連法をそのまま要件とするには無理がある。

現行法の改廃が必要。

2-1-1　１-②の「前項の地域生活の権利を確保するための支援サービスを受ける権利を有する」を「前項の地域生活の権利を確保するための介助を含む支援サービスを受ける権利を有する」に訂正してください。

　

2-1-2　４-①「障害に基づいて特別支援学校や入所施設等の特定の生活様式での生活を強いること」の「～入所施設」のあとに「・病院」を追加する

2-1-3「５．国及び自治体の責務」については、もう少しわかりやすく。

行政が介護の責任を100％負う事を明記すべき。移行策の策定については今すぐではなくても100年計画でやりますという計画を立てればよいとなるので書かないほうがよい。以下のように修正すべき。

「国及び自治体は、すべての障害をもつ人に対し、地域における統合された環境において、同年代の健常者と同等の自立した生活を送るための移行策の策定及びそのための基盤整備に取り組まなければならない。」

2-2-1 移動権としては、遠回りや本人が納得できない設備利用を強制されるたり、「迂回」の問題も差別ではないか。

2-2-2 「利用及び移動に関するアクセス」（第２編各則　第２章）の「４、差別の推定」②項では「５（国及び自治体の責務）に定めるの最低基準に違反する場合には、本章の差別であると看做す」とあるが、こうした定め方は、同じく最低整備基準を定めている第３章（意思疎通・情報伝達）では出てこない。なぜなのか？

2-2-3　5、⑦「・・・地域の事情や個人の状況に合わせた個別対応の考え方を公共交通の枠組みの中に構築する必要があり、・・・」は、そのままではわかりにくい。外部関係者がストレートに理解できるよう、その表現に工夫が必要では。
2－3－1　３の③にのみ「政党」が明記されているが、何か特別な意味があるのか。
　　不要ではないか。

※「2-2-2 」（P.8）の意見とコメントを参照してください。
2－3－2「国及び自治体に準じた責任を負う」、表現が抽象的ではないか。「措置を講じなければならない」に準じるというのも不明確であるし、そもそも「責任」とは何なのか、「同等の義務を負う」等、明確な表現にしてほしい。


2－3－3視覚障害者向け音声解説については、「音声ガイド」「副音声」等、さまざまな表現が用いられているが、「映像解説」という言葉は一般的でない。他の法令等では、「音声解説」という表記が使われており、表記を再検討してほしい

2-3-4この節は、「下記に掲げる必要な措置」を列挙するところであり、②は①の　但書であって、②とするのはおかしい。
2－3－5　③④⑤⑥は、上記同様、この節は「下記に掲げる必要な措置」を列挙するところであり、「しなければならない」の表現は適切でない。⑥のような箇条書きで整理してほしい。

2-4-1「補助者の付き添いを承諾すること」については、補助者、支援者について、単なる付き添いさんという理解もみられるが、そうではないので「付き添い」という言葉は避けたい。→「援助者の同行同席」とするか。

2－5－１　２の①に「司法書士等を行う者」という表現がありますが、不自然な表現に見えます。
2－5－2ここでの「２に規定する者」等は何を指しているのか。「２」は差別の定義であり、その項の中に出てくる「不動産の売買、交換又は貸借の権限を有する者」、「不動産を管理する者」等を刺すのであれば、表現が適切でない。きちんと明記すべきではないか。
2-6-1-a普通教育課程とは？　義務教育課程か、インクルーシブ教育のことか？　「普通教育課程」を「すべての教育」に変更したほうがよい。対応して「自己の住む地域社会の」を「自分の希望する場所で」とする。

　　

2-6-1-b１の②ですが、これは小・中学校のことを指すことになります。なぜならば、「就学」とは小学校・中学校を指す言葉だからです。高校・大学は入学になります。同様に１の②の「普通教育課程」ですが、「普通教育課程」という法律用語は存在しません。普通学校、あるいは文科省の言葉ならば通常学校のことでしょうか。あるいは普通学級、通常学級のこと？
ただ、就学はあくまでも学校単位の言葉で、特別支援学級籍でも法的には「小学校・中学校就学」といいますので、「～地域社会の小・中学校（普通学級及びカリキュラムを含む）で、同一世代の者たちと共に就学する権利を有する」が法的には正しい表記になります。
そうなると、高等学校について書いてない状態になります。そもそも高等学校は「普通教育及び専門教育を施す」場ですので、１の②にも含まれていない状態でした。1の④に、高等教育を受ける権利が書かれています。高等教育とは、大学と高等専門学校を指します。高等学校は後期中等教育です。（小学校ー初等教育、中学校ー前期中等教育、高等学校ー後期中等教育、大学ー高等教育）。
2-6-2 「障害に基づいて」は、何を指すか？　障害の有無に関係なく？障害　　　　　　　　に合った配慮を適切に受けながら？

2-6-3 ろう学校の必要性を明記すべき、たんなる集団というだけでは手話コミュニケーション発達を保障できる人数の集団形成はできない。

2-6-4 保育、学童保育を教育に含めた理由は？就学後の職業教育は義務教育後

の職業教育と解されるおそれ。

2-6-5「教育機関」の定義は

2-6-6 変更や調整では弱いのでは

2-6-7 通学条件の整備は

2-6-8 「差別の推定」の項のただし、以降を削除すべき。

2-6-9 国は義務教育（小中学校）の指導要領の中に「障害の理解と障害者に対する援助」を明記し、各学校の教育にとりいれること。

2-7-1一般的な統合的な職場で、障害者が分離されずに必要な支援をえて、実質的に平等に働けるようにするという理念が必要。

2-7-2「労働用具の開発」は、「作業用補助具または就労支援機器の開発」に。

2-7-3「通訳者(コミュニケーション支援者)及びジョブコーチ等の養成」に

2-7-4「労働における差別」及び「合理的配慮義務」について、より具体的内容に。

2-8-1 インフォ－ムドコンセントの概念は、一方的に医者から情報を得るだけでなく相互のコミュニケーションも含みえる概念であるので、受ける権利に限定するのはおかしい　

2-8-2 医療の開始に伴い、福祉で生活をサポートできるように、医療と福祉の連携の必要性とその確認方法について、合理的配慮義務に一文を入れてください。

神経疾患患者や重度障害児、遷延性意識障害者等は将来、重度の身体障害者になることを理由に治療（呼吸器など）をしないように勧められるからです。このようなことがないように。これらの人に「不当に医療行為を行わないこと」も付け加えてください。

（中略）権利を自己主張できる障害者はよいと思うのですが、進行性の者は障害者として生きる自覚ができるまで時間がかかりますし、もはや、主張さえできない障害者もいます。この人たちは「権利」「平等」以前に必要な、生きるために必要な保障や医療の獲得に、この法案がつながるようにしてくださるよう、おねがいします。

（中略）この法律にある「治療を拒否する権利」を利用したＡＬＳの人が「死ぬ権利」を司法に訴えたとして、死ぬための法律、尊厳死法制定にむけて走り出してしまわないでしょうか。

2-8-3 「（中略）筋ジス病棟の件については、国立病院機構は、患者が地域で生活したいという意志をくみ取らず、なんら支援してきませんでした。このような事案に対し、県が国立病院機構に対し、このような苦情がきているという対応だけでは、誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らす、という千葉県の新たな地域福祉像を実現するには限界が有ると感じています。」

2-9-1 第９章を「性と生殖」とし、「障害をもつ女性」の章を新設する

　３、合理的配慮義務

　　①性と生殖にかかわる医療を提供する者は、不妊手術、人工妊娠中絶手術等にあたり、本人がその内容と見通しを理解しているか、自由意思に基づく同意があるかを確認する義務を有する。

２－①に性的行為を追加する。

2-9-2 障害をもつ女性とジェンダーについて　

・性に関する能力を発揮する、という表現が、売春行為（性的人身売買）を肯定する可能性がある。危険性回避のため性行為に関する記述は、性の権利と記述せず、性の自由と表現するべきである。

・性に関する権利のみではなく、性と生殖に関する権利にまで言及するべきである。

・ジェンダーの合理的配慮として、同姓介護・同姓介助・同姓の医者・同姓のワーカーを追加するべきである。

2-9-3出生の差別の項目が取り除かれているのは出生前診断や着床前診断など生まれる前からの障害の発生予防の差別を認める事になるのではないか。

2-10-1 日本の多くの制度が「申請主義」で、それを見直すと同時に、さまざまな障害のある人、さまざまな状況にいる人に伝わる広報が必要ではないか。

2-11-1 日本の多くの制度が「申請主義」で、それを見直すと同時に、さまざまな障害のある人、さまざまな状況にいる人に伝わる広報が必要ではないか。

2-11-2 政治参加は単に選挙権および被選挙権だけではなく、政治活動への参加権もあるはず。移動介助は政治活動や選挙活動には使えないなどという差別は許してはならない。そのため、「何人も政党活動その他政治活動に関して、障害に基づくいかなる差別も受けない。」といった条項が必要ではないか。

2-11-3 「政見放送」について明記することを提案する。

2-11-4 精神病院入院患者のほとんどは投票していないのが現状と思われるので、院内（および入所施設内）に投票所を設けることは投票率を高める手段と思われる。同時に一般投票所での投票も選択できるようにするのがベターではないか。

2-12-1 防御権（捜査・法廷・刑が確定後の刑務所での生活等における配慮をもっと具体的にに示すべきではないか。

3-1-1 「第３編　実施規定」「第４編　権利救済手続き」においては、欠格条項で問題となり解決できなかった事例の解決に使えるか、という視点から検討したい。

3-1-2 「前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/３（半数以下）以下とならないようにしなければならない。」
なお委員会の男女比率については男女同数とすべきかと思います。

3-2-1 千葉県の条例には罰則はなく、知事による勧告規定があるのみです。しかし、地方自治体や国立病院機構等については、地方分権ということでその独立性を重視し勧告の対象から除外されています。つまり、市町村等が差別を行った場合には、事情聴取等の話し合いは行いますが、合意に至らない場合はそれで条例による相談活動はストップし、差別された側が納得できなし場合は訴訟等の手段に訴えるしかありません。これが、条例の限界です。
筋ジス病棟の件については、国立病院機構は、患者が地域で生活したいという意志をくみ取らず、なんら支援してきませんでした。このような事案に対し、県が国立病院機構に対し、このような苦情がきているという対応だけでは、誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らす、という千葉県の新たな地域福祉像を実現するには限界が有ると感じています。」

3-2-2 「４、委員長及び委員の任命」については、「(2)前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち障害をもつ人の数が半数以下とならないようにするとともに、男女のいずれか一方の数が１/３（半数以下）以下とならないようにしなければならない。」
なお委員会の男女比率については男女同数とすべきかと思います。

6-4-1 「１、組織体制」(1)国は、この法律の目的を達成するために、障害をもつ人の立場に立ち、相談を受け、若しくは代理人として、任意の交渉や行政救済手続又は司法手続により問題を解決する機関として、都道府県及び政令市を一つの単位に、障害をもつ人の支援機関（仮称「障害者権利擁護（擁護ではなくて主張　あくまで障害者自身が権利主体であることを明らかにするためには、擁護ではなくて主張とすべきと考えます）センター」[以下、「支援機関」とする]）を設置する。
6-4-2 「障害者権利擁護（主張）センター」は、公益法人とし、その理事会は、障害をもつ人、権利擁護に関する学識経験者、弁護士、福祉専門職等から構成される。（理事のうち障害者は半数以下とならないようにすること）

6-4-3 「国及び自治体は、支援機関の理事及び職員の選任及び解任又は支援機関の運営等に関与し、その独立性を侵してはならない。」（職員については過半数が障害種別に配慮したかたちで配置されること）

	＜法律の名称案について＞

ご指摘を踏まえ、差別を禁止することによって権利を確立するという

主旨を明確にするため、次のように変更します。

「障害をもつ人の権利保障と差別を禁止する法律」（素案）

↓

「障害をもつ人への差別を禁止し、権利を確立する法律」（素案）に変更
1-1-1 「1自己決定」についてはご指摘を受け、「自己決定の権利」として、第1編総則第1章に挿入することにしました。また、「地域生活」の定義を第1編第2章に追加しました。

「２と３」については、「拷問」は差別禁止よりもさらに厳格な取り扱いをすべきであると考えます。さらに、拷問はすでに憲法や刑法等で禁止されています。また、虐待についても同様に罰則規定も含めた別法による禁止が適切ではないかと考えられ、これらの身体の自由に関しては、別個の法律で対応するのが望ましいと思われます。

1-1-2 「目的」の「障害をもつ人のあらゆる分野における自立と完全参加を保障し、権利の確立を図ることを目的とする」については、

→「障害をもたない人との平等を基礎に、障害をもつ人のあらゆる分野における自立と完全参加を保障し、権利の確立を図ることを目的とする」に修正します。

1-1-3 「自立生活」については、各則の「地域生活」（第１章）に基づいて、「地域生活」の定義を第1編第2章の定義に明記しました。

1-2-1　「定義」全般にかかわる「障害」と「障害に基づく差別」

について
＜障害の定義の変更について＞
原案は社会モデルに基づく提案でしたが、それでは、端的に機能障害がある故に差別を受けるような事案において、差別とされない恐れがあること、また、社会モデルを強調すると差別と同様の概念になってしまうというご指摘を受けました。
　そもそも、差別禁止法において医学モデル的な障害概念では差別事例における救済の対象を狭く限定することになるので、このようなモデルに基づくことはできないと考え、社会モデルで記述しようとしましたが、ご指摘のような問題が生じうることを考慮すると、差別の契機となる事項を分かりやすく、しかも幅広く列挙することによって、ご指摘の点を回避することができると考えました。
　　また、相談や申し立てなどの入り口の段階で、現存の各種福祉法で

規定される医療モデルの障害の範囲で、一律に特定の障害者が排除さ

れないことを目的としました。単にサービスの対象だけでなく、差別

や、権利救済も含む障害者差別禁止法においては、それが障害ゆえの

差別であるかも含め、まずは協議調整のプロセスに入れることが重要

であり、そのための包括的な障害の定義が必要と考えます。

＜「障害に基づく差別」の定義の「障害に基づく」の追加理由＞

差別一般から障害に関連する差別を抜き出す表現として「障害に基づく差別」のほか、「障害を理由とする差別」という言い回しがあります。

「障害を理由とする」という表現は、差別をする側の主観的な意図を要するような響きがあり、差別として認められる場合を狭くする恐れがあるため、ここでは、「障害に基づく差別」という表現を採用しました。そのうえで、「に基づく」ことの意味として、障害の存在と差別行為との間に客観的な関連性があれば足りるということを示したものです。
1-2-2.1-2-3 第三章の「３－②」で、過去未来、みなされる差別について言及しています。「障害」の定義で言及することは、現在「障害」の状態でないにもかかわらず差別を生む危険性もあり、しかしながら、差別は禁止するという意味において、こちらで言及しています。その他　説明文を参照してください。

1-2-4　疾病等の特徴により、不利益な状態に置かれていることを障害としました。その際、社会との関係において作られている意味合いをもたせるために、障害については「害」の字を採用しました。又、不利益な状態に置いている行為を障害に基づく差別と規定し、禁止しています。第三章の３－②のみなし規定と合わせることにより、より現状に即した判断ができると考えます。

1-2-5 誰が本法の救済の対象になるかは、実施規定にある障害者権利委員会や司法の場で判断されるということになります。例えば、美醜の場合は疾病や変調、事故によるものなのかどうかで、本法の心身の特徴にあたる場合とそうでない場合があると考えられます。

能力評価については、資格試験等における機会の平等を実質的に図ることが目的となります。結果の平等を求めているのではありませんので、その評価方法によってケースバイケースで判断されるべきものだと考えます。ちなみにADAでは、現在改正論議が行われています。有資格者規定によって法律で救済される対象が非常に狭くなったということで、この規定を除く作業を進行中です。

本法案では、障害の定義については、救済される障害者をできるだけ広げることができる規定にしています。

1-2-6 表現の自由と大きく関わってくる非常に難しい問題です。過去の歴史的教訓から、日本においては表現の自由を制限することには、司法・立法の場ではとても敏感であるのが実情です。差別表現や文言などで実際に被害を受けた場合は、既存の民事訴訟法等で対応すべきものであると考えます。そういった状況を政治的に判断して、差別禁止法の中に表現について禁止する項目を入れ込みませんでした。

1-2-7 第4編第３章「立証責任の配分」の２において、実質的に相手方が立証すべき規定となっています。合理的配慮自体は、本人等が申請あるいは提起することで、可能かどうかを交渉し、あるいは司法への判断に任せる、という性質のものです。申請した本人が過度な負担を立証するということは無いわけです。

1-2-8 「言語」の定義については、権利条約に関する審議において様々な議論があったことから、現時点では、権利条約の定義を採用させていただきます。実態に即して、今後も議論を深めていく課題であると考えます。

1-2-8-a「言語」の場合は、読み書きにしても手話にしても、ベースがなにか、日本語なのか日本語でないものか、ということがポイントになると思います。コミュニケーション手段も含まれますが、そのベースとなるものが「言語」です。
1-2-9 ここでいう「コミュニケーション手段」とは、情報伝達の形態であり、例えば要約筆記は、それがスクリーンに表示されようと、コンピューターのディスプレーに表示されようと、かまいません。

ここでは、当然のこととして、コンピューター等やナースコールを含む「個々に必要とされる意思伝達装置等」によって表現されるものとします。その視点から見ると案文が必ずしも適切ではないと思われるので、若干の修正を加えます。

1－2－10「第2章　定義」には、ここで用いられている用語についての定義をおこなっていますが、その8に「利用施設」、9に「移動施設」も定義をおこなっています。すなわち、ご質問にある「利用施設」とはここで定義されたものですので、「利用施設を利用すること」という一見するとやや不自然な記述になっているわけです
1-2-11 「１２、労働」の定義を以下のように修正します。（下線部分）「労働」とは、企業との契約を通じた一般雇用に加えて、地域において障害をもつ人がその人に応じた労働によって財、サービスをつくりだし、対価を得る代替雇用並びに、障害をもつ人が自由に選択し、または引き受けた労働を通じて生計を立てる自営、協同組合、起業等の形態を含む。

「代替雇用」についての説明⇒授産施設等を利用している障害をもつ人の多くは、５年以上の長期就労で占められています。それらの長期就労者にとって授産施設等は、現実には訓練の場ではなく、就労の場となっています。授産施設等から多様な一般雇用への移行を積極的に推進する一方、移行が困難な人たちについては一般の職場に準じた形で労働法規が適用できるよう条件整備を進める場として、代替雇用を位置づけるものとします。

1-2-12 ご指摘の通り修正します。

1-2-13 以下のように修正します。（下線部分）「労働条件調整事項とは、施設の改造、障害をもつ人が担当する任務の一部の他者への割当て、…」

　　→（修正）「労働条件調整事項とは、仕事内容や仕事のしかたの工夫と調整を可能な限り行なうことを基本とし、施設の改造、障害をもつ人が担当する任務の一部の他者への割当て、…」

「指導」「指導監督」は、「事業主による支援」に修正します。
1-2-14 平等概念について、平等概念は以下のように整理できると思われます。「形式的な機会の均等」と「実質的な機会の均等」、そして「結果の平等」です。「機会の均等」と「機会の平等」は同じ概念であるとされています。私たちは「実質的な機会の均等（実質的な機会の平等）」を達成することを目的にしています。障害を持つ人と持たない人が置かれている状況の非対称の関係をかんがみるに、積極的差別是正措置は現実に、実質的な機会の平等を推進する強力な施策であると考えます。私たちは、積極的差別是正措置は、ある特定の集団に対する措置で一時的措置であると理解しており、ある程度、機会の平等が達成できた時点でなくしても良い措置であると考えています。このような積極的差別是正措置は差別ではない、ということは、多くの合意の下、障害者の権利条約でも規定されています。

1-3-1 私人間の差別について　障害当事者が普段感じている生きづらさや悔しさというのは、公共空間における排除だけではないと思います。確かに私人間に権力が介入することについては一定の考慮が必要ですが、法律の社会規範性という観点から、私人間の行為においても、差別に該当することは禁止すべきであると考えます。特に日本においては、障害者の差別を明示的に禁止する法律は障害者基本法のみであり、差別の内容を具体的に明示していない同法は裁判規範性が認められません。また、憲法も差別を禁止していますが、私人間における直接適用はされないとされています。
私人間の行為においては、アメリカで連邦機関における差別禁止を定めたリハビリテーション法504が成立し、その後、私人間の差別行為についての適用をADAにおいて認めたという経緯を振り返る必要があります。ご指摘の私人の関係においてどこまで適用されるかという問題は、状況によって救済機関なり司法の判断となります。ADAなどの例からも、権力の過度な介入は合理的な調整によって解決されるものと思われます。

　　　ご指摘の各則第3章の合理的配慮の規定ですが、合理的配慮はその内容等は、一定のガイドラインをもとに、当事者間の協議によって決まるものであり、運営上はそれほど問題は無いと考えます。合理的配慮は権利の調整弁となると思われます。

1-3-2 一定の権利の制限をする成年後見制度は、見直す必要があると思われます。
まず、制度の運営実態上、さまざまな問題がおきていることが挙げられます。特に後見人による問題が後を立ちません。また、成年後見をつけると基本的権利である選挙権すらなくなってしまう、ということも問題です。

障害者の権利条約の12条ですべての障害をもつ人は法的能力を持つ、との規定があります。「法的能力」の解釈においてはさまざまな議論がされており、「行為能力」を制限する成年後見制度等は検討が必要であると考えられます。ちなみに障害差別の分野で著名なジェラルド・クィン教授なども、法的能力には行為能力を含めるべきである、との意見を述べています。カナダ等の国や国際障害者団体の間では、形成途上の概念ではありますが「支援を受けた自己決定」という概念が広がっており、行為能力の制限を克服する取り組みが行われています。

こうした実態と国際的な潮流を勘案しながら、成年後見制度を見直していく必要があると考えます。

1-3-3 総則「第３章３－１」において、「何人も障害に基づくいかなる差別も受けない」という規定があり、ここに家族や障害関係者も含まれます。

1-3-4ご指摘を踏まえて「差別の原因が複数あり、その原因の一つが障害であると認められる場合、」に修正します。

1-3-5　間接差別とは非常に簡単に言えば（本案では、「障害に基づく」間接差別になりますが）、ある行為者が、「障害」あるいは「障害をもつ人」に対して不利益となる結果を意図するにせよしないにせよ、「障害」に言及しない基準や規定によって行為を行った結果、障害者が不利益を被ることです。

間接差別の適用除外規定の問題ですが、適用除外規定がなければ、社会の多くの基準や規定が成り立たなくなる恐れがあり、とても社会から合意を得られるものにはならないでしょう。例えば、企業が求人する場合、職務遂行上必ず必要なこととして車が運転できる人を求人の要件とする場合、実質的に排除される視覚障害者への間接差別にはならない、ということを「みなされない」という適用除外規定をしているわけです。これがないと、車を運転できる人がいないと（この場合会社の事業ですが）目的を達成できない場合でも求人要件が差別を構成してしまう恐れがあります。間接差別における適用除外規定をなくすことは非現実的なものといわざるを得ないでしょう。

1-3-6 複数の差別の原因がある場合で、「その中に障害がある」と断定できない場合でも「推定される」という意味の規定であり、本法の適用の範囲を広げるものです。

1-3-7 刑事罰の設置については慎重に考える必要があります。犯罪の成立は要件が厳しく、差別の範囲が極めて狭くなり、差別の多様性に対応できない恐れがあります。

1-4-1 「障害をもつ女性」の章は新設せず、障害をもつ女性のみならず、障害をもつ男性も障害をもつことと加えて、性役割を強いられることでより差別が生まれているとも考えて総則に追加します。

1-4-2 ご提示いただきましたご意見ですが、第４章４項の“欠格条項及び差別的条項の撤廃”および“本法を含む障害関連法の遵守を国又は自治体との契約の資格要件とし、国又は自治体からの財政援助の受給要件とすること”との文言により、ご指摘いただきました点も含めたものと考えております。なお、ご指摘の点を法的に担保するためには、本法のほかに、入札制度等の改正や「公契約法（仮称）」などの法整備が必要だと考えています。

1-4-3 ご指摘のとおり、現行障害関連法の遵守を要件に挙げることには、問題がないことではありません。しかし、差別禁止法制定や障害者の権利条約の国内実施の過程における議論や、差別禁止法制定後の法律の運用によって、現行法制度の問題点を浮き彫りにする効果があると考えます。私たちはまず、策定して、広く議論を起こすという戦略を取りました。

2-1-1「介助」は法律上使用されていないのでその代わりとして、障害者の権利条約第19条で使用されている「パーソナル・アシスタンス」という文言を使用することにしました。パーソナル・アシスタンスとは、基本的に利用者の自己決定によって介助を選択し使って生活を行うことです。これには、利用者との相互の関係の中で行われる介助を含みます。

2-1-2　ご指摘の通り、修正します。
2-1-3　「統合」という言葉は、吸収するという誤解を招く恐れがあるので、「他の者と平等に」と「一般の生活」ということで、障害をもたない人と同等の地域生活を保障するとしました。「同年代の健常者」という文言の挿入については「一般の生活」ということで、ご提案の趣旨は担保できたと思います。移行策は方向性の提示ということで入れ込むこととしました。
2-2-1 解釈上、移動における差別の対象範囲に当たることとします。

2-2-2 最低整備基準を求めているのは、第2章「利用及び移動に関するアクセス」と第３章「意思疎通・情報伝達」であり、本来は両章に同様の「差別の推定」の項目が必要です。したがって、第3章にも第2章と同様の「差別の推定」の項目を加えます。これに伴い、現在の第3章第4項は第5項となります。

2-2-3　ご指摘を踏まえ、以下のように修正します。
５．⑦「国及び自治体は、上記、①から⑥のような措置をもってしても移動施設等を利用して移動することが困難な者に対しては、地域の事情や個人の状況に合わせた個別対応の方策を公共交通の対応として確保する。」

2－3－1情報を得るのに困難がある方の政治参加を確保するためには、選挙の際に誰が何を言っているのかを知って、自分で選択して投票できることが必要です。そのために政党をあえて入れています。
※「2-2-2 」の指摘を踏まえて、第3章にも第2章と同様の「４、差別の推定」の項目を加えます。これに伴い、現在の第3章第4項は第5項となります。

2－3－2障害をもつ人の意思疎通・情報伝達における権利を確保することは、第一義的には国や自治体の責務であり、放送事業者はその国や自治体から免許を受けるという形でそのコントロール下に入るわけです。ですから「準じた」という表現を用いています。
準じるのは「措置を講じる」ことではなく、その上位にある「国及び自治体は、障害をもつ人の意思疎通・情報伝達における権利を確保する」責務のことをさしています。
　「責任」についてはご指摘のことももっともだと考えます。ここで「責任」という新たな言葉を用いる必要も感じませんので、この項のタイトルに合わせて「準じた責務を負う」とします。
2－3－3　ご指摘のように「音声解説」とします。

2－3－4と2－3－5　ご指摘にしたがって、現行の②は①の一部とします。それに伴い、以下の番号はひとつずつ繰り上がります。
　その上で、現行の①の部分の最後尾は「策定しなければならない」を「策定する」に変更。新しい③（現行の④）の最後尾は「施策を講じなければならない」を「施策を講じる」に変更。新しい④（現行の⑤）の最後尾は「支援を提供しなければならない」を「支援を提供する」に変更。新しい⑤（現行の⑥）の最後尾は「支援を行うこと」を「支援を行う」に修正します。
2-4-1ご指摘の通り修正します。

2－5－１司法書士は代理人ではなく、その間の法的手続きに関与する者ですので、ご指摘を踏まえて、司法書士を特出しするのではなく「その法的手続きに関与する者」という一般的表現にし、以下のように修正します。

２－①　「不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、又はその取引の法的手続きに関与する者が、障害に基づいて、その契約の締結を拒否若しくは制限し又は不利益な取扱いを行うこと。」
2－5－2　ご指摘を踏まえて、以下のように修正します。（下線部分）
５、差別の推定
２の①に規定する不動産の売買、交換又は賃貸借につき、その権限を有する者、その代理人、又はその取引の法的手続きに関与する者、又は２②に規定する不動産を管理する者が、不動産の取得又は居住、利用に関し、障害をもつ人をもたない人と比較して不利益に扱ったときは、当該行為は障害に基づいて差別が行われたものと推定するものとする。
　  　　　　　　
2-6-1-a現行制度の義務教育をインクルーシブ教育に転換する意味で、自己の住む地域社会の普通教育課程、としました。ただし、別項として障害者の高等教育機関への参画を規定すべきとする指摘をいただきました。改めて一項をたて、④障害をもつ人は、自己の希望する場所で高等教育を受ける権利を有する、規定をおきたいと考えます。

2-6-1-bご指摘のように就学、入学、が法律用語とすると、学ぶ、が法律用語としてなじむのかどうかという点がありますが、普通高校で「足きりするな」の入学運動があることを思い、高校を１④ではなく思い切って②へ加えて、１②を次のように修正します。
⇒「１②　障害を持つ人は、あらゆる年齢段階で、自己の住む地域社会の小学校、中学校、高等学校（普通学級及びカリキュラムを含む）で、同一世代の者たちとともに学ぶ権利を有する。」
2-6-2障害の有無に係わらず権利として教育を享受し、かつ、必要とする適切な配慮を得ての教育の機会の保障を意味します。

※「1-2-1」（p.2）の＜「障害に基づく差別」の定義の「障害に基づく」の追加理由＞を参照してください。

2-6-3 言語として、またコミュニケーション手段としての手話の重要性を認識し、手話の習得、手話による教育を権利として規定しました。しかし、学校教育法で盲学校や特別支援学校が並びで規定されている中から、特別にろう学校だけを明記する考えは採りませんでした。ただし、ご指摘の手話コミュニケーションの発達、をうけて、本案の「１－⑤」の「手話集団の中で手話を習得し、」の前に、「学業、社会性の発達を最大にする環境としての手話集団の中で」、とする修正を考えたいと思います。

2-6-4 保育、学童保育は一般には福祉サービスに類しますが、障害をもつ子どもが地域で障害をもたない子どもとともに育ちあう大切さを考え、また学びあいの意味を含みもつことを考え、あえて教育の項に規定しました。就学後の、はご指摘を受けて削除します。

2-6-5 本案・第1編第２章の定義11で規定しています。

2-6-6 　個別事情によっては、「変更」や「調整」ではなく、新しい配慮の提供が必要になることもあるので、合理的配慮の定義（第1編　第２章の３）の当該の文言に「創出」を加えます。

合理的配慮の欠如を差別の範疇に持ち込むということは、相手方の裁量に基づいて配慮されるということではなく、客観的に必要とされる一定の行為を権利として請求できるということを意味します。これは、他との比較において特定の場合に実質的な機会均等を確保するには、合理的配慮が必要不可欠です。
2-6-7 ウの必要な人員の配備に含んでいるとも考えますが、学校への送迎に着目して「通学条件の整備」を付加します。

2-6-8 例外的規定として位置づけました。

2-6-9 ５－②に、含まれるものと考えています。

2-7-1理念については総則部分において明記されており、また、第７章「労働」の項においても、「合理的配慮」を位置づけるなど、実質的な平等を確保するための規定が設けられています。

2-7-2ご指摘のとおり修正します。

2-7-3ご指摘のとおり修正します。

2-7-4本法案第３編(実施規定)、「第１章　障害を持つ人の権利委員会」、「２、所掌事務」の中で「合理的配慮」の提供に必要な事例収集及び解釈指針に関する事項(相手方の不釣合いなまたは過重な負担に関する事項を含む)とあり、権利委員会において各分野ごとの合理的配慮の具体的内容を検討し、解釈指針として活用することを想定しています。

＊ 医療・リハビリテーションの水準を上げていくサービス法と差別禁止法との役割分担、整理が必要です。水準を上げていくサービス法は別途必要であり、この差別禁止法では、医療やリハビリテーションを利用する側からの申し立て等に基づいた実質的な権利救済を目的とし定めました。

2-8—1 ご指摘の通り修正いたします。

2-8-2 「２②」、「２③」で対応するとともに、必要となる福祉施策等の十分な情報提供や相互のコミュニケーション確保が無いまま治療が中断されることが無いように、１③を独立した項目に変更いたします。又、本人の意向等の確認においては当事者の権利擁護機関を利用できるように５②の項目を設けています。徹底した本人意思の確認等を行うことになれば、事前指示書等の死における自己決定は成り立たなくなります。重度心身障害者の方等においても、意思表示がないと第３者が安易に判断し、存在を否定するような行為があれば、差別と考えます。

2-8-3 「５②」受診や入院、入所している障害当事者の実質的な意向等の確認等を援助するために、外部機関である「障害をもつ人の支援機関」の利用の支援という項目を入れました。

2-9-1 ご提示いただきましたご意見を反映させていただき「性と生殖」の標題にします。また、障害をもつ男女ともに、不平等な取扱いがあるので、障害をもつ女性のみの取扱いはせず、総則第4章2に性差別の複合的な差別について追加します。合理的配慮については、権利や差別の定義の項に含まれていますし、医療の章にも入れています。

2-9-2 「性に関する能力を発揮する」は、わかりにくく削除します。

合理的配慮として、障害をもつ人自身の選択で、介助者等が決められるべきであり、その人その人によりまた、状況により「同性」を選択したいとは限らないと考え、同性介護・同性介助・同性の医者・同性のワーカーを追加しませんでした。

2-9-3出生の項削除については、説明文（意見募集のときの添付資料）

を参照してください。妊娠に際しての配慮義務については、医療の項でふれることとします。障害の有無によって命が価値づけられることを否定することが、基本的な考え方です。

2-10-1 ご提示いただきましたご意見を反映させていただき、“情報の入手”といった文言を加筆させていただきます。

2-11-1 ご提示いただきましたご意見を反映させていただき、“情報の入手”といった文言を加筆させていただきます。

2-11-2 ご提示いただきましたご意見ですが、第11章１項の②の“政治に参加する権利を有する。”との文言により、「政党活動、政治活動」も含めたものと考えておりましたが、ご指摘のとおり明確に示すこととしました。

2-11-3 ご提示いただきましたご意見ですが、「選挙公報」に「政見放送」も含むものと考えておりましたが、ご指摘のとおり明確に示すこととしました。

2-11-4 ご指摘のとおり、第11章、２項の②で「一般投票所以外の障害をもつ人を入所させる特定の医療または福祉施設の管理する場所における投票所を設置すること。」としており、原則的に施設等での投票所の設置は障害における差別と規定しました。ただし、何らかの理由により一般投票所を利用できない場合は、３項の⑤で「投票所による投票以外の代替的な投票方法が、障害をもつ人に利用可能な形態内容とすること。」としており、“国、自治体及び選挙管理委員会は、投票の機会と権利行使を保障するため、下記の事項を含む必要な調整や変更の義務を負う”こととしていますので、ご指摘いただきました事項のように対処されるものと考えております。

2-12-1 防御権については、具体的な合理的配慮事項として「説明資料」に書き加えていきます。

3-1-1 解決に使える差別禁止法でなければならないと考えています。

3-１-2 半数以下にならないようにすることを原則とします。

3-2-1 ご指摘にあるような、他の自治体を拘束できない、あるいは地方自治法上、知事の指揮権下にない教育委員会や警察への強制力がないといった点に対して、どうすれば国の差別禁止法によって被害者の側にたって対応できるかという観点から、本案では、以下の点を提起しています。
第１に「第３編　実施規定」において、「障害をもつ人の権利委員会」（以下、「権利委員会」とする）を国内人権機関（パリ原則：1992年国連人権委員会採択、1993年国連総会採択）の次の主な原則にそって設置し運営するものとしています。

(１)委員会の独立性

(２)差別や人権侵害を受けた時の権利救済の役割

(１)「権利委員会」の独立性について
独立性に関する法律上の根拠については、内閣府設置法（第49条第3項）に基づき、内閣府の外局として設置します。「内閣府の外局」とすることによって、障害者施策を直接所轄している各省庁との利害関係から一定の距離を置くことができます。そして、府や省と同程度の業務を所管し、その業務内容が特殊性・専門性を有していることから独立性を確保できる「外局」にすることによって、自治体条例の限界（他の自治体を拘束できない、あるいは地方自治法上、知事の指揮権下にない教育委員会や警察への強制力がない等）を基本的仕組みとして乗り越えることが可能になってきます。
（２）差別や人権侵害を受けたときの権利救済の役割について
「障害をもつ人の権利委員会（国に設置）及び地域権利委員会（都道府県・政令指定都市に設置）」の役割分担として、障害をもつ人が差別行為等による被害を受け、権利委員会に対して権利救済の申出をするときには、差別行為等の事案が、ふたつ以上の地域にまたがるか、または全国的に重大な事案については、「障害をもつ人の権利委員会（国に設置）」[第３編第１章]が申出を受けるものとしています。

権利委員会の救済手続（第３編第２章）には、迅速であるとともに柔軟で簡易な、独立性が確保された裁判外紛争解決の仕組みが必要あるという観点から、調査権限と救済の手続き―調停・仲裁・勧告・公表・差別助長行為等の差止め・是正命令・訴訟援助―について取り上げています。
また、相手方（加害者）の「立証責任の配分」については、韓国の障害者差別禁止法を参考にして、第３編第３章に盛り込みました。
第２に障害をもつ人が差別や人権侵害を受けた場合、その権利救済を求めて、救済機関による手続きを使って直接相手方と交渉する場合、自分の力でやりなさいと言ってもそれは困難な状況におかれている障害をもつ人がたくさんいます。特に病院や施設で監視的、隔離的状態を強いられている場合には、それは不可能です。こうした実態に効果的に対応できるように、「障害をもつ人の支援機関」（第４編第４章を参照）を都道府県・政令指定都市に設置することにしています。
また、この支援機間の役割には、差別の是正や差止めが必要であると認められる場合には、障害をもつ人自身がやむを得ない事情で直接訴えることができない場合には、権利擁護を実効性あるものとするために、同支援機関が団体訴権を行使できることを盛りこんでいます。
3-2-2 半数以下にならないようにすることを原則とします。

4-1-1 第４編を　権利委員会による救済に限定した。司法救済規定を第５編に挿入するためである。

4-2-1　移行

4-2-2　権利委員会の「公表」は、差別行為等を行った者が是正命令に従わない場合とします。
4-３-１　「権利委員会」は、法律上の独立性が確保された行政委員会としての職権によって、調停・仲裁、勧告、是正命令を行うものであり、「立証責任の配分」（第4編第3章Ｐ．27）は、請求と抗弁によって双方が争う司法の場で位置づけられ、法律上の担保によって明確にされることが必要であることから。「立証責任の配分」の問題は、司法救済（第5編）に移行しました。

第5編は、韓国の差別禁止法を参考に付け加えました。

4-2-2　立証の問題は司法救済に移行します。

第5編は、韓国の差別禁止法を参考に付け加えました。

6-4-1 ここでは、差別を受けた当事者が行う「主張」と、その思いや張をサポートして権利の実現を図る仕組みをつくるという両方の意味があることから、「障害者権利擁護センター」としました。
6-4-2 ご指摘のとおり追記します。

6-4-3　新しく (３)を追加して、ご指摘のとおり修正します。




　　【第５次案（寄せられた意見を反映した案です）】　　　　　　　　　　　　寄せられたご意見・ご提案等　　　　　　　　　　　　　　　　ご意見・ご提案への対応（コメント）など


（下線部分が、原案を補足・修正したところです）　　　（注：基本的に要約させていただきましたのでご了承ください。）
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